
2021 年度 

地方独立行政法人さんむ医療センター 

入札参加資格審査申請書提出要領 

（建設工事・測量等・物品・委託） 

 

2021・202２年度において、「地方独立行政法人さんむ医療センター」が

発注する建設工事、測量等、物品、委託の契約に係る入札参加資格審査申請を

次の要領で実施します。 

なお、この申請に係る資格は、競争入札に参加することができる資格であ

り、これをもって必ず指名される権利を得るものではありません。 

 

１．受付期間 

2021 年２月２２日（月）から 202１年３月２２日（月） 

   郵送等で申請してください。受付期間中に必着のこと。 

   （インターネットでの申請受付は行っておりません。） 

   ※コロナウィルス感染拡大防止のため、対面での申請は原則不可とし

ます。 

２．問い合わせ時間 

   ９：００～１１：００、１３：００～１６：００ 

（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

３．問い合わせ先 

さんむ医療センター 南棟２階 総務課 

４．入札参加資格の有効期間 

2021 年４月１日から 2023 年３月３１日 

５．担当課（送付先） 

〒２８９－１３２６     千葉県山武市成東１６７番地 

さんむ医療センター総務課  ℡０４７５－８２－２５２１（代表） 

６．提出部数 

１部（Ａ４版紙フラットファイルに綴り、表表紙、背表紙にも名称

（20２１・202２年度入札参加資格審査申請書を記入し、会社名も同



様に記入すること。ファイルの色指定あり。金属留具、クリップ、ホチ

キス針使用不可。） 

・建設工事  ピンク 

・測量等   黄 色 

・物 品   青 色 

・委 託   緑 色（若草色） 

 

７．宛 名 

地方独立行政法人さんむ医療センター理事長 坂本昭雄 

８．審査基準日 

申請日 

９．様 式 

病院様式又は県、統一様式も可。 

ただし、用紙のサイズはＡ４版に統一のこと。 

１０．提出書類 

建設工事、測量等、物品、委託の別に別紙提出書類一覧（１～４）に

より編冊すること。ただし、さんむ医療センター入札参加資格統括表

及び委任状（１部）は編冊しないで A４クリアファイルに入れ添付す

ること。 

    要領・様式については、さんむ医療センターのホームページからの

ダウンロード又は総務課窓口にて取得してください。 

１１．申請に必要な資格 

(1)入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者でないこと。 

(2)次の各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者

でないこと。 

  ア 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は

物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

  イ 公正な競争の執行を妨げた者又は価格を害し若しくは不正の利

益を得るために他の者と連合した者 

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行すること



を妨げた者 

  エ 監督又は検査の実施にあたり法人の職員（法人の委任を受けた

者を含む。）の職務を妨げた者 

  オ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者 

  カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない

者を、契約の履行に当たり、代理に、支配人その他使用人とし

て使用した者 

(3)建設業にあっては、建設業法第３条第１項に規定する許可を受けてい

る者であって、同法第２７条の２３第１項の規定による必要な経営事

項審査（平成２０年４月１日施行の新基準）を受け、かつ、申請日時点

で有効な総合評定値通知書を提出できる者であること。 

(4)測量業にあっては、測量法第５５条第１項に規定する登録を受けてい

る者であること。 

(5)建築設計の業にあっては、同法第２３条第１項に規定する登録を受け

ている者であること。 

(6)不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律第２２条第

１項に規定する登録を受けている者であること。 

(7)法令等による許可等が必要な業務にあっては、当該許可等を有してい

る者であること。 

(8)諸税を完納している者であること。 

 

１２．注意事項 

(1)提出書類の不備、記載内容に誤りがある場合は受付いたしません。 

(2)申請書類等を郵便等で送付する方は、封筒の表面に「２０２１年度・202

２年度入札参加資格審査申請受付」と朱書き、返信用封筒に８２円切手を

貼って同封のこと。なお、郵便等で送付する場合、途中の事故等について

当院は責任を負いません。 

(3)入札参加資格申請に関する申請書類は返却しませんので、申請時には十

分注意してください。 

(4)提出書類の中で、写し等を提出する場合には、複写機による鮮明なもの

で、Ａ４版で調整したものを提出してください。 


